
事前協議（都・区市町村）

●区市町村への事前相談
計画書の提出

●区市町村との事前協議 ●　　　

▼ ①都における事前協議

　○ ◆

◆

◆　　　

◆

▼ ② 建 築 確 認 申 請

建 築 確 認 済 証 交 付

▼ ③有料老人ﾎｰﾑ設置届出

工事業者選定

入居募集 工事

工事 ◆

◆

◆

▼ ④特定施設指定申請 工事竣工 or年度末

◆

◆

◆

◆

開設 開設 ◆

◇事前相談計画書の内容に変更があった場合には、事前相談変更計画書により行う。

○ ○

設置予定者

●

　◆

東京都
施設支援課

有料老人ホーム担当

　◆

設置予定者

　　○○

○

○

○○ ○

○

○ ○○

　◆

　◆

　◆

◆

◆

区市町村

◆

◆

◆

　　　　●

有料老人ホーム設置届および指定申請のフロー 施設整備費補助の手続きフロー

東京都
施設支援課

有料老人ホーム担当
区市町村

○

●

○ ○

◎建築確認後速やかに都
知事への届出を行うこと
（指針2(8)）

　◆

　　　　○

都提出の副本、区市町村要綱等による書

介護専用型有料老人ホームの整備費補助事業の事務手続フロー

意見書指定

申請

※事業開始予定日前々月末まで

設置届

事前相談計画
書類の提出

事前相談状況に

ついての回答
事前相談結果
通知書

介護保険法第70条
第6項に基づく通知

事前相談計画書類及び区市町村要綱等による書類の提出

整備事業協議
書類の提出

整備費補助
対象審査会

整備費補助
内示

都提出の副本、区市

整備予定地への
現地調査

交付申請書
提出

交付決定

実績報告書
提出

交付申請時現地調査

実績報告時現地調査

整備費補助金支払

額の確定

支払請求

区市町村の
意見書

受理

事前相談計画書類及び区市町村要綱等による書類の提出

開設時現地調査

◎計画段階から地元区市町村
福祉所管課と十分な調整を図
ること〔指針2(5)(6)〕

◎特定設入居者生活介護事業
者の指定申請に係る事前相談
取扱要領に定める手続きを行
うこと。（事務取扱要領第3
の2）


